
仕 様 書 
 
１ 事業名 

国立障害者リハビリテーションセンター内託児施設の受託経営 
 
２ 事業の概要 
（１）目的 

本事業は、国立障害者リハビリテーションセンター（以下、「センター」という。）に

おける職員等の子育て環境を整備することにより、職員等の仕事と子育ての両立支援

及び福祉増進を図り、もって、センターの円滑かつ安定的な運営に資することを目的と

する。 
（２）組織の概要 

センターには、病院、研究所、学院、自立支援局、管理・企画情報部門があり、自立

支援局は、所沢市並木以外に、秩父学園（所沢市北原町）、その他県外に５箇所の視力

障害センター、重度障害者センターがある。 
所沢市並木に勤務するセンター職員等は、平成３０年１１月１日現在３８９名で、職

種別内訳は、医師２０名、ケースワーカー５４名、看護師８６名、介護員２１名、研究

職員３１名、教官４７名、医療技術職員５５名、事務職員６１名である。 
職種別の勤務の特徴としては、医師やケースワーカーには当直があり、看護師や介護

員は交替制勤務（夜勤あり）、研究職員はフレックスタイム制、教官・医療技術職員・

事務職員は官執勤務（平日８時３０分～１７時１５分）である。 
また、平成３０年度中の育児休業取得者は１０名の見込みで、内訳は、ケースワーカ

ー４名、看護師３名、研究職員１名、医療技術職員１名、事務職職員１名である。 
 
３ 委託事業の内容 

センター内託児施設の経営全般 
 

４ 委託期間 
平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで 
 

５ 事業の実施場所及び施設概要等 
（１）実施場所 

埼玉県所沢市並木４丁目１番地 
（２）施設の概要（別添平面図案参照） 

構造 軽量鉄骨造２階建て１階部分 

面積 ４３．５６㎡ 

 

 



（３）経営管理の基準 
児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「児童福祉法」という。）第５９条の

２第１項に規定する施設であって、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」

（平成１３年３月２９日雇児発第１７７号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知）の

別紙「認可外保育施設指導監督の指針」及び別添「認可外保育施設指導監督基準」等の

基準に適合していること。 
（４）その他 

センター及び厚生労働省共済組合国立障害者リハビリテーションセンター支部（以

下、「共済組合支部」という。）が、センター託児施設経営のため、受託者に無償で貸与

する設備及び物品（以下、「設備等」という。）は、別紙のとおりとする。 
 
６ 保育内容 

以下の内容を基本とし、企画提案書にて具体的な保育実施内容について提案すること。 
（１） 利用対象 

センター職員等が養育する生後６ヶ月を超え小学校就学の始期に達するまでの児童 
（２） 定員 

３３名  
（３）保育日 

保育日は、毎週月曜日から金曜日まで（以下、「基本保育日」という。）を基本とし、

土曜日、日曜日及び祝日は休日保育日とすること。ただし、１２月２９日から翌年の１

月３日までは休業日とする。 
なお、保護者の勤務等の都合により、あらかじめ登園児がいないことが明確な場合は、

随時休業とすることができる。 
（４）保育時間 

基本保育 平日 ８時００分から１８時００分（１０時間） 
休日保育 土曜日、日曜日、祝日における８時００分から１８時００分（１０時間） 
延長保育 １８時００分から２１時００分（ ３時間） 
夜間保育 １９時００分から翌日の９時００分（１４時間） 週１回。 

（５）一時保育  基本保育利用者以外又は基本保育時間以外の保育希望者に対し、可能

な範囲で実施する。実施時間は、上記（４）保育時間の範囲とする。 
（６）病後児保育 実施しない。 
（７）病児保育  実施しない。 
（８）障害児保育 健常児と集団保育が可能な児に対し、児童の保護者と合意の上で入所

させること。なお、入所後は、障害の種類、程度に応じた適切な保育を

実施すること。（実施方針、実施内容等の詳細は、企画提案書にて提案

すること。） 
（９）その他   放課後児童クラブの併設等が可能であれば、具体的な実施内容等につ

いて企画提案書にて提案すること。 



 
７ 管理体制 

児童福祉法、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。

以下、「児童福祉施設最低基準」という。）その他の関係法令、通知等を遵守すること。

ただし、児童福祉施設最低基準第３２条の２に定める「満三歳以上の幼児に対する」に

ついては、「乳幼児に対する」と読み替えるものとする。 
また、保育所経営業務を適正かつ円滑に実施するため、次の要件を満たすこと。 

（１）保育の実務経験が１０年以上ある保育士を現場責任者として専任配置し、責任体制

を明確にするとともに、センター及び共済組合支部との連絡及び調整を円滑に行うこ

と。 
（２）児童の健やかな保育のため、保育士は原則として年間を通じ固定の配置とするとと

もに、受託者の事情により欠員が生じることのないよう、代替要員の確保等必要な措置

を講ずること。 
（３）各保育時間帯の責任体制、連絡体制等を明確にするなど、業務の円滑な遂行のための

体制を整えておくこと。 
（４）職員に対し、保育知識、安全その他の研修を実施し、常に必要な知識や技能の習得に

努めさせること。 
 
８ 保健・安全 
（１） 受託者は、児童福祉施設最低基準に準じ、児童に入所時及び年２回の健康診断を実

施すること。また、月１回避難訓練を実施する等、消防法（昭和２３年法律第１８６

号）その他の関係法令に定められた事項を遵守すること。 
（２）業務従事者の健康管理は受託者が行うものとする。 
 

９ 児童の事故への対応 
受託者は児童の事故が発生しないよう万全の対策を講じること。事故が発生した場合

においては、受託者は速やかに共済組合支部に報告するとともに誠意をもって対処する

ものとする。また、受託者は保育施設賠償責任保険に加入すること。 
 

１０ 備える帳簿 
業務従事者の状況及び保育している児童の待遇の状況を明らかにする帳簿を整備して

おくこと。 
（１）業務従事者に関する帳簿等 

業務従事者の氏名、連絡先、業務従事者の資格を証明する書類（写）、採用年月日等 
（２）児童の待遇の状況を明らかにする帳簿等 

在籍児童及び保護者等の氏名、児童の生年月日及び健康状態、保護者等の連絡先、児

童の在籍記録等 
 



 
 

１１ 業務負担の区分 
 

 事 項 受託者 センター 保護者等 

１ 入所案内等の作成、入所者の募集 ○   

２ 入退所手続き、申込先 ○   

３ 入所者の決定 ○ ○  

４ 保育日時予定表作成   ○ 

５ 業務従事者の採用及び教育 ○   
６ 業務従事者の勤務ローテーションの管理 ○   
７ 保育日時（変更、休み、延長保育等）の連絡 ○  ○ 
８ 名簿管理等 ○   
９ 保育料の計算、集計 ○   

１０ 保育料の徴収 ○   
１１ 給食・おやつ費（食材費）の決定 ○   
１２ 給食・おやつ費（食材費）の徴収 ○   
１３ 乳幼児の賠償責任保険への加入 ○   
１４ ミルクの準備   ○ 

１５ 
おむつ、着替え、布団上下、毛布、タオルケット、
バスタオル、汚れ物入れ等の準備 

  ○ 

１６ 
予備のミルク、予備のおむつ、保育材料（おもち
ゃ、絵本等）、救急用具、ゴミ袋、トイレットペー
パー等の準備 

○   

１７ 開所時の什器・備品の購入 ○   
１８ 保育所の修繕  ○  
１９ 日常の清掃 ○   
２０ ゴミの処理 ○   
２１ 害虫駆除 ○   
２２ 保育内容、保育料の変更 ○ ○  
２３ 認可外保育施設の届出等 ○ ○  
２４ その他  ※適宜定める。    

 
１２ 費用負担の区分 

センターと共済組合支部と受託者の間の費用負担区分は、次のとおりとする。 
（１）センター及び共済組合支部が負担する費用 



① センターが貸与する設備の保全に関する費用（ただし、受託者の責に帰する設備の

破損、棄損等を除く。） 
② その他、必要に応じてセンター又は共済組合支部が提供する備品、消耗品に関する

費用 
（２）受託者が負担する費用 

建物等の使用料、及び上記（１）以外の経費 
 

１３ 保育料等の徴収について 
受託者は、受託者の責任において、保護者等から直接保育料等を徴収するものとする。 
 

１４ 指示事項 
（１）遵守事項 

受託者は、業務の実施にあたり、善良な管理者の注意を払うとともに、関係法令に基

づき次の事項を遵守しなければならない。 
① センター及び共済組合支部の指示に誠意をもって対応すること。 
② 定期的に業務改善のための分析・評価を行い、業務改善を図ること。 
③ 受託者及び業務従事者は、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）

等の関係法令に基づき保有する個人情報等を適正に管理し、業務の履行に当たって

知り得た個人情報等を第三者に漏らしてはならない。 
④ 省資源・省エネルギーに努めること。 
⑤ 衛生管理及び災害防止に努めること。 
⑥ 保護者、センター及び共済組合支部等から、情報公開、調査及び報告等の要請があ

る場合は、これに応じるものとすること。 
（２）責任者の選任 

受託者は、業務の実施にあたり、配置した業務従事者の中から現場責任者正副各１名

を定め、共済組合支部に届け出ること。 
（３）業務従事者の名簿 

受託者は、業務従事者名簿（担当業務・氏名・年齢・住所を記載したもの）に、業務

に従事するために必要な資格を証明する書類を添付して、共済組合支部に提出するこ

と。なお、異動があった場合も同様とする。 
（４）火気取締まり 

受託者は、貸与された施設の火気取り締まりについて、火気取締責任者を定め、遺漏

のないよう措置すること。 
（５）受託者は、業務終了後「業務完了報告書」を共済組合支部に提出し、確認を受けるも

のとすること。 
（６）次の受託者への円滑な引継について 

受託者は、契約期間の終了又は契約の解除等により受託を継続しないこととなった

際は、次の受託者が保育を継続して実施できるよう、一ヶ月以上の引継期間を設け、保



育内容等を次の受託者に引き継ぐこと。 
（７）不測の事態が起きたときには適切に対応すること。 
 

１５ その他 
本仕様書に記載のない事項又は疑義が生じた事項については、必要に応じて、センター

及び共済組合支部と誠意をもって協議し円満解決を図ること。 
 
  



別紙  貸与設備一覧（案） 
 

 品 名 規 格 個 数 備 考 

１ 事務用デスク    

２ 事務用椅子    

３ 園児用収納ロッカー    

４ ホワイトボード    

５ 冷蔵庫    

 ＣＤプレーヤー    

 モニターテレビ    

 ＤＶＤプレーヤー    

 テーブル    

 椅子    

 乳児用木製チェアー    

 ロッキングチェアー    

 木製フェンス    

 （その他、応相談）    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
※規格や個数等については、別途相談。 


